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＜第２章 農村地域の特徴と生物多様性の保全＞ ２．農村地域の生物多様性項目

（前回）
資料３-２

「農村地域の長い歴史の中で育まれてきた農地や水路、ため池などの二次的自然は、例えば、台地を切
り開いた水路橋のような歴史的な価値を有している。」とあるが、文章の意図が伝わりにくいため、表現を検
討してほしい。

主な御意見

（改定案）
２-１

（今回）
資料１-２

御指摘を踏まえ、以下のとおり記載内容を修正しました。
「農村地域において、長期にわたって形成されてきた農地や水路、ため池などは、地域の歴史的な価値

を有している。」

対応方針（案）

５

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

1

令和７年度 第２回技術小委員会：令和８年３月４日開催



１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

2

＜第２章 農村地域の特徴と生物多様性の保全＞ 環境との調和に配慮した農業農村整備事業項目

（前回）
資料３-２

「パイプライン化」と記載されている箇所は、土地改良事業設計指針「ほ場整備」と整合を図り、「暗渠化・
パイプライン化」と記載する方が適切ではないか。

主な御意見

（改定案）
２-６

（今回）
資料１-２

御指摘を踏まえ、「パイプライン化」については、土地改良事業設計指針「ほ場整備」と整合を図り、「暗渠
化・管水路化」に修正しました。また、「暗渠化」についても同様に修正しました。

対応方針（案）

８～10
・
45



１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

3

＜3.1 農村地域における生態系ネットワーク＞ 良好なネットワークの構築事例項目

（前回）
資料３-２

現況水路保全区間の写真は、水路の状況が分かりにくいため、差替えを検討していただきたい。

主な御意見

（改定案）
３-８

（今回）
資料１-２

現況水路保全区間の写真を差し替えました。

対応方針（案）

18

水 路



4

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

＜3.2 農地・農業水利施設等が生態系ネットワークの形成に果たす役割・留意事項＞項目

（前回）
資料３-２

四角枠内の文章について、「さらに、周辺の樹林地や河川等と連続することで、生態系ネットワークが形
成される。」で終わっているが、この文末を「この役割を損なわないように配慮する必要がある。」と記載する
ことで、技術指針としての重要性が分かるのではないか。

主な御意見

（改定案）
３-10

（今回）
資料１-２

御指摘を踏まえ、以下のとおり記載内容を修正しました。
「農地や農業水利施設等は、食料の生産基盤であるとともに、農村地域における生物の生息・生育環境、

移動経路としても重要な役割を果たしており、周辺の樹林地や河川等と連続することで、生態系ネットワーク
を形成している。こうした役割を損なわないように配慮する必要がある。」

また、技術指針全体を通して四角枠内の文章を確認し、修正しました。

対応方針（案）
20・36・38・
45・46・58・
63・65・67・
74・96・99・
101・127・
133・163



5

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

＜技術指針全般＞項目

（前回）
資料３-２

技術指針の改定では、環境配慮がほ場、水路に特化されており、
頭首工、揚排水機場、ダム等の工種における配慮事例が少なくな
っている印象がある。例えば、現行指針のｐ33では、これら頭首工、
揚排水機場、ダムなどの項目が挙げられていたが、今回の改定で
は削除となっている。

生態系ネットワーク形成の観点も、どちらかいえば水路が多く、
事例も魚類等に特化している。河川と農業用水路との違いや、流
域レベルのネットワーク形成についての事例があれば記載を検討
いただきたい。

主な御意見

（現行）
32～33

（今回）
資料１-２

今回の技術指針の改定では、頭首工における事例を記載しておりますが、引き続き頭首工をはじめとす
る環境配慮の事例を収集・整理していきます。また、「農業農村整備事業地区で確認される外来種の状況」
を基礎として新たに得られた事例・知見である外来生物による生態系、農業用施設への被害例、流出防止
対策例等を今回、指針に追記しております。

流域レベルのネットワーク形成については、まだ事例はありませんので、今後、事例を収集していきます。

対応方針（案） 28～29
・

105
・

124～125



＜技術指針全般＞項目

（前回）
資料３-２

事例の増減を求めるものではないが、技術指針の改定案では魚類、植物がメインで、鳥類に係る生態系
配慮の事例がないことが気になった。熊本県の六間堰の改修では、サギへの配慮対策が取られている。

主な御意見

－

（今回）
資料１-２

今回の改定においては、「水田のビオトープ設置の事例」、「水田退避溝設置の事例」、「猛禽（もうきん）
類への環境配慮」、「環境に配慮した営農の取組の事例」において、コウノトリ、オオタカ、ハクチョウへの配
慮を記載しています。

◆「水田のビオトープ設置の事例」（p151）

◆「水田退避溝設置の事例」（p154）

対応方針（案）

151
・

154
・

170～172
・

187

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

6



（今回）
資料１-２

◆「猛禽（もうきん）類への環境配慮」（p170～172）

◆「環境に配慮した営農の取組の事例」（p187）

対応方針（案）

151
・

154
・

170～172
・

187

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

7



8

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）

＜6.3 維持管理、モニタリング体制＞項目

（前回）
資料３-２

新潟県では、環境情報協議会によるモニタリング結果を踏まえ、維持管理組織やモニタリング組織への
指導・助言が行われているが、実施した環境配慮の効果を検証して、その後の事業にフィードバックすること
が最も重要であるため、その点を強調していただきたい。

主な御意見

（改定案）
６-37

（今回）
資料１-２

御指摘のモニタリング結果の活用については、p203の「3.モニタリング結果等の活用」で、後年度に実施
する対策や近隣で行う対策における計画・設計へ反映し、地域全体の環境配慮対策のレベルアップに寄与
することが重要であると記載しています。

また、参考事例「環境情報協議会が主体となった事後調査実施の事例」では、計画や事業実施に対して
事後調査結果を参考にすることとなっているため、本文中に「また、事後調査結果については、新たな事業
実施地区において、生物調査、計画策定に反映されている。」を追記しました。

対応方針（案）

203
・

214



＜用語集＞ 冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）項目

（前回）
資料３-２

非かんがい期の用水確保の手法として、環境用水をキーワードとして入れてはどうか。

主な御意見
（改定案）
用語-５

（今回）
資料１-２

御指摘を踏まえ、p241の用語集に「環境用水」を追記しました。
併せて、p152の「②水田周辺の生息・生育環境の確保」の本文を以下に修正しました。

「このため、農家の理解を得ながら、例えば、環境用水などの水利権を確認した上で冬期湛水水田の取組、
立地条件に応じて水田の周辺に水生生物が生息するための（以下略）」

さらに、p185の「6.1.2営農面との調和」の本文に、以下の一文を追記しました。
「さらに、冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）の取組に当たっては、事前調査、必要水量の検討、水源状況の
確認、実施・管理体制の検討を行うとともに、必要に応じて、環境用水などの水利権を取得することが考えら
れる。」

◆「用語集」（p241）
対応方針（案） 241

・
152
・

185

9

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）



（今回）
資料１-２

◆「②水田周辺の生息・生育環境の確保」（p152）
（修正前）

（修正後）

◆「6.1.2営農面との調和」（p185）
（修正前）

（修正後）

対応方針（案）

241
・

152
・

185

10

１ 令和７年度 第２回技術小委員会における主な御意見と対応方針（案）



２ パブリックコメントにおける御意見と御意見に対する考え方（案）

11

意見・情報の募集期間

実 施 方 法

提 出 意 見 の 総 数

御意見に対する考え方（案）御意見の概要番号

事業完了後の維持管理・モニタリングについては、第６章で
整理しております。また、農業水利施設等については、施設の
耐用年数に応じて更新等が必要となることから、その際には施
設整備と併せて環境配慮を適切に対応していきます。

なお、頂いた御意見については、社会情勢等を踏まえながら、
今後の参考といたします。

施策には概ね賛成だが、時間軸の保護が欠けている事を指
摘したい。

長期 (数十年、数百年の単位) で、整備した環境が維持出来
る事（また、維持できる方法の整備であること）を保証する施策
とすべきである。

１

： 令和８年３月27日（金）～ ４月９日（木）

： 電子政府の総合窓口「e-Gov」ホームページの掲載等により周知を図り、e-Gov、郵送により御意見を募集

： １件

※「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針の改定案」に関係する意見・情報のみ記載しています。



３ 技術指針の改定スケジュール

12

■令和７年度

８月６日 農業農村振興整備部会（技術小委員会へ付託）

12月４日 同部会技術小委員会（１回目審議）

３月４日 同部会技術小委員会（２回目審議）

３月27日

～４月９日 パブリックコメント（２週間）

■令和８年度

７月２日 同部会技術小委員会（３回目審議）

８月４日 農業農村振興整備部会（報告）

審議結果を踏まえ、

「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」を改定予定


